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○京丹後市立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例 

平成２１年３月３０日 

条例第１７号 

改正 平成２２年３月３日条例第１１号 

平成２７年６月８日条例第４０号 

令和３年３月３０日条例第１０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、京丹後市立弥栄病院及び京丹後市立久美浜病院（以下「市立病院」と

いう。）の看護師等（看護師、助産師及び薬剤師をいう。以下同じ。）（以下「看護師

等」という。）の充足に資するため、将来市立病院において看護師等の業務に従事しよう

とする者に対し、修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。 

（貸与の対象及び方法） 

第２条 市長は、次に掲げる施設（以下「養成施設」という。）に在学する者であって、市

立病院における看護師等の業務に従事しようとする意思を有するものに対し、予算の範囲

内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。 

(1) 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号。以下「法」という。）第２０

条第１号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第２号の規定により都道府

県知事が指定した助産師養成所 

(2) 法第２１条第１号の規定により文部科学大臣が指定した大学、同条第２号の規定に

より文部科学大臣が指定した学校又は同条第３号の規定により都道府県知事が指定した

看護師養成所 

(3) 薬剤師法（昭和３５年法律第１４６号）第１５条第１項の規定に基づき、学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第８７条第２項に規定する薬学を履修する６年制大学。 

（返還の免除） 

第３条 市長は、次に掲げる場合は、修学資金の全部の返還を免除するものとする。 

(1) 養成施設在学中に修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業した日から１年を

経過する日までに看護師等の免許を取得し、直ちに市立病院に看護師等として採用さ

れ、引き続き貸与を受けた期間に相当する期間（疾病、負傷その他やむを得ない事由に

より業務に従事できなかった期間を除く。）看護師等の業務に従事した場合 

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、前号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由に

より死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために業務を継続することができなくな
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った場合 

２ 疾病、負傷その他規則で定める事由により看護師等の業務に従事できなかった期間があ

る場合の前項の期間の計算方法については、規則で定める。 

３ 市長は、次に掲げる場合は、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。 

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還

することができなくなった場合 

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認める場合 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３日条例第１１号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月８日条例第４０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に法第２０条第２号の規定に基づき指定された助産師養成所及び法第

２１条第３号の規定に基づき指定された看護師養成所は、この条例による改正後の第２条

第１号に規定する助産師養成所及び同条第２号に規定する看護師養成所とみなす。 

附 則（令和３年３月３０日条例第１０号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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○京丹後市立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則 

平成２１年３月３０日 

規則第５号 

改正 平成２７年３月２４日規則第１２号 

令和３年３月３０日規則第１４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京丹後市立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例（平成２１年京

丹後市条例第１７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（貸与額） 

第２条 条例第２条の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。 

(1) 条例第２条第１号に定める助産師養成所及び同条第２号に定める看護師養成所に在

学する者は、月額５万円とする。 

(2) 条例第２条第３号に定める薬学を履修する６年制大学に在学する者は、月額１０万

円を限度とする。 

（貸与の申請） 

第３条 修学資金の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、連帯保証人２

人を立てて、看護師等修学資金貸与申請書（様式第１号）に誓約書（様式第２号）及び看

護師等修学資金貸与者推薦書（様式第３号）を添えて市長に提出しなければならない。 

（貸与の決定） 

第４条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは、修学資金の貸与を決定し、その旨を申請者に通知する。 

（貸与の方法） 

第５条 市長は、６月、９月、１２月及び３月において、それぞれ当該月分までの修学資金

を貸与するものとする。 

２ 修学資金の交付を受けようとする者は、前項に規定する月の１０日（特に市長が指定し

たときは、その日）までに請求書を市長に提出しなければならない。 

（貸与の決定の取消し及び貸与の停止） 

第６条 市長は、修学資金の貸与の決定の通知を受けた者（以下「貸与決定者」という。）

が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第４条の貸与の決定を取り消すものと
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する。 

(1) 退学したとき。 

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

(3) 学業が著しく不良になったと認められるとき。 

(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。 

(5) 死亡したとき。 

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

２ 市長は、貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処

分を受けた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与

を停止する。 

３ 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、看護師等修学資金辞退届

（様式第４号）を市長に届けなければならない。 

４ 市長は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき、又は貸与を停止したときは、その旨

を当該貸与決定者に通知する。 

（返還） 

第７条 修学資金の貸与を受けた者（以下「修学生」という。）は、次の各号のいずれかに

該当する事由が生じたときは、市長が定める日までに一括払で、又は市長が別に定める日

から起算して貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間（以下「貸与相当期間」と

いう。）内に月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。 

(1) 修学資金の貸与を取り消されたとき。 

(2) 養成施設を卒業した日から１年を経過する日までに看護師等の免許を取得しなかっ

たとき。 

(3) 看護師等の免許を取得した後、直ちに市立病院に看護師等として採用されなかった

とき。 

(4) 市立病院において看護師等の業務に貸与相当期間従事しなかったとき。 

２ 修学資金の返還をしなければならない者は、前項各号に該当する事由が生じた日から１

５日以内に、看護師等修学資金返還計画書（様式第５号）を市長に提出しなければならな

い。 

３ 前項の規定により返還方法を届け出た者が返還計画を変更しようとするときは、修学資

金返還計画変更申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、既に

返還期日が到来している分については、変更することができない。 
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（借用証書の提出） 

第８条 修学生は、条例第２条各号に定める履修課程を修了したとき、又は修学資金の貸与

を停止したときは、直ちに看護師等修学資金借用証書（様式第６号）を提出しなければな

らない。 

（返還の猶予） 

第９条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当し、その状況が継続する期間、修学資

金の返還を猶予することができる。 

(1) 条例第３条第１項第１号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程に

あるとき。 

(2) 看護師の養成施設を卒業後、将来市立病院において助産師の業務に従事する意思を

もって、さらに条例第２条に掲げる他種の養成施設に在学するとき。 

(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があり、修学資金を返還することが困難である

と認めるとき。 

２ 前項の規定により、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、看護師等修学資金返

還猶予申請書（様式第７号）に申請事由を証する書類を添えてこれを市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、前項第１号に該当するときは、その事実を証する書類の提出をもっ

て看護師等修学資金返還猶予申請があったものとみなす。 

３ 市長は、修学資金の返還を猶予する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知す

る。 

（返還の免除） 

第１０条 条例第３条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、看護師等

修学資金返還免除申請書（様式第８号）にその事実を証する書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、修学資金の返還を免除する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知す

る。 

３ 条例第３条第２項の規則で定める事由は、次に掲げるものをいう。 

(1) 災害その他不可抗力によるもの 

(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの 

４ 条例第３条第１項の期間の計算においては、同条第２項に規定する事由により看護師等

の業務に従事できなかった期間は、算入しない。 

（遅延利息） 
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第１１条 修学生が、正当な理由がなく修学資金の返還を行うべき日までに修学資金の返還

を行わなかったときは、当該修学資金の返還を行うべき日の翌日から修学資金の返還まで

の日数に応じ、修学資金の返還を行うべき額につき年１４．６パーセントの割合で計算し

た額の遅延利息を支払わなければならない。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの

割合とする。 

（異動の届出） 

第１２条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証明す

る書類を添えてその旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 心身の故障により修学の見込みがなくなったとき。 

(2) 休学し、復学し、又は退学したとき。 

(3) 停学その他の処分を受けたとき。 

(4) 卒業したとき。 

(5) 看護師等の免許を取得したとき。 

(6) 氏名又は住所を変更したとき。 

(7) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡

し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。 

２ 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければな

らない。 

（その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２４日規則第１２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月３０日規則第１４号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第１０条関係） 

 

 


